
事務所通信

　

　　

１，小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置
○ 免税事業者がインボイス発行事業者を選択した場合の負担軽減を図るため、納税額を売上税額の２割に軽減する激変緩和措

置を３年間講ずることとする。
○ これにより、業種にかかわらず、売上・収⼊を把握するだけで消費税の申告が可能となることから、簡易課税に⽐しても、
事務負担も大幅に軽減されることとなる。

対象となる方 ：免税事業者からインボイス発行事業者になった方
（２年前（基準期間）の課税売上が1,000万円以下等の要件を満たす方）

対象となる期間：令和５年10月１日～令和８年９月30日を含む課税期間
※個人事業者は、令和５年10～12月の申告から令和８年分の申告まで対象

消費税の申告を行うためには、通常、経費等の集計やインボイスの保存などが必要となりますが、この特例を適用すれば、所
得税・法人税の申告で必要となる売上・収入を税率毎（８％・10％）に把握するだけで、簡単に申告書が作成できるようにな
ります! 計算方法は、みなし仕⼊率が80％である 場合の「簡易課税制度」と同じです。

また、事前の届出も不要で、申告時に適用するかどうかの選択が可能です！

【R5.10.1の属する期から適用される課税事業者の選択について】
（注１）上記の措置は、課税期間の特例の適用を受ける課税期間及び令和５年10月１日前から課税事業者選択届出書の提出に
より引き続き事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる同日の属する課税期間については、適用しない。
（注２）課税事業者選択届出書を提出したことにより令和５年10月１日の属する課税期間から事業者免税点制度の適用を受け
られないこととなる適格請求書発行事業者が、当該課税期間中に課税事業者選択不適用届出書を提出したときは、当該課税期
間からその課税事業者選択届出書は効力を失うこととする。

毎月開催中の経営計画書作成セミナー：「Vision」
今月の開催日は 3月16日（木） です。
不透明な経済情勢が続いておりますが、このような状況にこそ経営計画が求めら
れております。参加された経営者の方々からも多くのお喜びの声をいただいてお
ります。まだ参加されたことのない方、経営計画をつくってみませんか。
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３月になりましたが、年度末や卒業シーズンで今が一番忙しい方もいらっしゃるかと思います。確定申告の期限も

３月１５日迄ですので、申告される方はお忘れのないようお願い致します。
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さて、令和４年12月23日に「令和５年度税制改正の大綱」が閣議決定され、インボイス制度についても見直しの方針が示さ

れました。今回はその見直しについて、掻い摘んでではありますが、確認してまいりましょう。

テーマ：インボイス制度に係る見直し

※安心してご参加いただくために、コロナウイルス感染症対策として、マスク

着用、手洗い・消毒の徹底、定期的な換気、こまめな事務所内消毒、スタッフ

の検温・体調管理、ソーシャルディスタンス推進を実施しています。

２，一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置（中小規模事業者）

○ 軽減税率制度の実施により、少額な取引であっても正確な適用税率の判定のために領収書等の証票が必要となることから、こ

うした取引についてもインボイスの保存が必要となる。
○ この点について、インボイス制度への円滑な移行とその定着を図る観点から、中小事業者を含めた伩定規模以下の事業者の実

務に配慮し、柔軟に対応できるよう事務負担の軽減措置を講ずることとする。
【見直し案】

○ 基準期間（前々年・前々事業年度）における課税売上高が１億円以下である事業者については、インボイス制度の施行から６
年間、１万円未満の課税仕⼊れについて、インボイスの保存がなくとも帳簿のみで仕⼊税額控除を可能とする。

※ なお、基準期間における課税売上高が１億円超であったとしても、前年又は前事業年度開始の日以後６か月の期間の課税売上
高 が5,000万円以下である場合は、特例の対象とする。

対象になる方 ：２年前（基準期間）の課税売上が1億円以下または
１年前の上半期（個人は１～６月）の課税売上が５千万円以下の方

対象となる期間：令和５年10月１日～令和11年９月30日

３，少額な返還インボイスの交付義務の見直し（すべての事業者の方）
○ インボイス制度への移行に伴い、インボイスの交付義務とともに、値引き等を行った際にも売手と買手の税率と税額の一致を
図るために、値引き等の金額や消費税額等を記載した返品伝票といった書類（返還インボイス）の交付義務が課されることとなる。

○ この点については、例えば決済の際に、買手側の都合で差し引かれた振込手数料相当額やその他の経費を、売手が 「売上値引
き」として処理する場合に新たな事務負担になる、との懸念の声が聞かれるところ。
※ 下請法においては取引発注前に当該手数料を下請事業者が負担する旨の書面での合意がある場合にのみ、親事業者が負担した

実費の範囲内で当該手数料を差し引いて下請代金を支払うことが認められることに留意が必要。
【見直し案】

○ 上記を踏まえ、事業者の実務に配慮して事務負担を軽減する観点から、少額な値引き等（１万円未満）については、返還イン
ボイスの交付を不要とする。

４，登録申請手続の柔軟化⃝ インボイス制度が開始される令和５年１０月１日から登録を受けるためには、原則として令和５年３月末までに 申請書を提出

しなければならないが、４月以降であっても申請書に３月末までの申請が「困難な事情」を記載することで、

１０月１日に登録したものとみなす措置が設けられている。

（柔軟な対応）⃝ 現行は事業者の準備状況にバラつきがあることや、今般、支援措置が追加されたことも踏まえ、あえて申請書に「困難な事

情」の記載を求めることはせず、４月以降の登録申請を可能とする対応を行うこととする。

５，適格請求書等保存方式に係る登録手続の見直し
【見直し案】
○免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を申請する場合において、課税期間の初日から登録を受ける場合、当該課税期間の

初 日から起算して15日前の日まで（現行１ヶ月前まで）に申請書を提出しなければならないこととする。

※登録を取消す場合の届出書の提出期限についても、同様の見直しを行う。
○令和５年10月１日から令和11年９月30日の属する課税期間において、令和５年10月１日後に登録を受けようとする免税事業

者は、申請書に登録希望日（提出日から15日以後の日）を記載するものとする。
○また、実際に登録が完了した日が、課税期間の初日後又は登録希望日後であっても、課税期間の初日又は登録希望日に登録を受

けたものとみなすこととする。

本資料は、令和４年12月23日に閣議決定された令和５年度の税制改正大綱に基づくものです。

今後必要に応じて資料が差し替わる可能性がございますのでご留意ください。

ご不明な点がございましたら、弊事務所へお問い合わせください。

開催日 対象者 申込期限
３月16日（木） １・２・３・４月決算法人様 ３月３日（金）
４月13日（木） ２・３・４・５月決算法人様 ４月７日（金）

５月11日（木） ３・４・５・６月決算法人様 ５月８日（月）


